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有体物供給約款 A 

⚫ 約款項目表（参考） 

条件項目 供給条件 

使用条件  繁殖、遺伝子改変、他系統マウスとの交雑交配、その他改変行為の禁止 

 供給物の第三者への貸与、移譲、供与、販売禁止 

目的・場所 申請書に記載の研究目的および場所に限り使用可 

契約期間 １年（翌年以降、申請書再提出で同一テーマでの利用可） 

成果公表時の義務 実中研の有体物であることの明示、初出論文は実中研との共著 

研究期間終了時 供給有体物は、全て処分。供給有体物の使用数を別紙２で報告 

注：上記項目表は参考情報であり、本有体物供給約款 A（以下、「本約款」といいます）の規定が

優先します。 

 

第1条 （目的） 

公益財団法人実中研（以下、「実中研」とい

います。）は、実中研が所有する有体物の提

供を希望する個人若しくは法人（以下、「受

領者」といいます。）が、所定の申込を行う

場合に、受領者が行う研究へ寄与するため、

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ

る生物多様性確保に関する法律」における

研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第

二種使用等として実中研が所有する有体物

を、本約款に従い、受領者へ供給いたしま

す。 

第2条 （有体物供給のお申込みと契約成立） 

受領者は、予め本約款を承認の上、希望す

る有体物の名称（以下、「供給有体物」とい

います。)を記載した別紙１の有体物供給申

請書（以下、「申請書」といいます。）を実

中研に提出してお申込みいただきます。 

2. 供給有体物の供給契約（以下、「本契約」と

いいます。）は、実中研が申請書を承諾した

ときに成立いたします。 

3. 実中研が承諾した申請書は供給契約の一部

となり、申請書の実中研受付欄に記載される

追加条件は本約款の規定に優先します。 

4. 実中研は、本約款に従い受領者が過去に実

中研から供給有体物を受領したにもかかわ

らず、使用数の報告を受領していない場合

もしくは虚偽の報告があった場合、以降、

供給有体物の供給を停止することができる

ものとします。 

第3条 （供給有体物の使用条件） 

受領者は、実中研より供給された供給有体

物を管理する研究者（以下、「受領研究者」

といいます。）を定めるものとし、受領研究

者（受領研究者と同じ部局に所属し受領者

が直接監督する者を含む）の研究に限定し、

申請書に記載の場所で供給有体物を使用し

なければなりません。 

2. 受領者は、申請書に記載の研究目的と異な

る目的において供給有体物を使用しようと

する場合は、新規の申請書を実中研に提出

しなければなりません。 

3. 受領者は、実中研の事前の書面による許可な

く、供給有体物を第三者へ貸与、移譲、供与、

販売または使用させることができません。 

4. 受領者は、実中研の事前の書面（電子メール

を含む）による許可なく、供給有体物の繁殖、

遺伝子改変、他系統マウスとの交配、その他

いかなる改変行為（以下、「改変行為等」と

いいます。)を行ってはならないものとしま

す。 

5. 受領者は、研究期間終了時に別紙 2を用いて、

研究期間中に使用した供給有体物の総数を

実中研に報告するものとします。 

第4条 （供給有体物の費用） 

供給有体物の個体費用に加え、実中研が受

領者に対して供給有体物を供給するための

送料等の費用は、受領者にご負担いただき

ます。 

2. 受領者は、供給有体物を受領した月の翌月

末までに、実中研もしくは実中研が指定す

る者の請求書に基き所定の銀行口座へ円建

てでお支払いいただくものとし、振込にか

かる手数料は受領者の負担とします。 

3. 受領者が、前項で定める支払期限内に支払い

がなされない場合、実中研もしくは実中研が

指定する者は、法定利率内の遅延損害金を受

領者へ請求できるものとします。 
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第5条 （供給有体物に係る権利） 

実中研は、供給有体物に関して、受領者が提

出した申請書に記載の研究目的のために使

用する権利を許諾するものであって、供給有

体物に係る所有権および知的財産権（出願中

のものを含む）等の一切の権利を実中研に留

保し、受領者へ移転いたしません。 

第6条 （研究成果の公表および名称の使用） 

受領者が、供給有体物を用いて得られた研

究成果を科学雑誌などに投稿または学会発

表等で公表する際には、供給有体物が実中

研より供給されたものであることを明示し

なければならないものとします。 

2. 受領者は、前項の公表を行うにあたり、最

初の公表では実中研が申請書実中研受付欄

にて指定する研究員を共同著者に含めるこ

とに同意いただくものとします。 

第7条 （知的財産権） 

受領者は、供給有体物を用いた研究の成果

のうち、動物を用いた実験系または評価系

（以下、「動物評価系等」といいます。）を

含む特許、実用新案、商標、著作権等の知

的財産権の出願もしくは登録する場合に限

り、実中研と事前に協議し、実中研の書面

による承諾を得るものとします。 

2. 受領者は、供給有体物を用いた研究の成果の

うち、動物評価系等に関わる知的財産権およ

び所有権を実中研と共有し、実中研が当該知

的財産権を無償で実施し、また有償で第三者

へ実施することを認めるものとします。 

第8条 （報告） 

受領者は、実中研から供給有体物のノウハウ、

解析結果、分析結果、培養状況、保存状況、

改変状況および飼育管理・使用の状況などの

供給有体物を用いて得られた研究成果につ

いての報告を求められたときは、速やかに書

面または電子データにて報告を行うものと

します。 

2. 受領者は、供給有体物による研究を終了もし

くは中止したとき、または、本契約が失効し

たとき、2 カ月以内に研究成果報告書を実中

研に電子データで提出しなければならない

ものとします。 

3. 受領者は、本契約が解除もしくは解約された

場合、供給有体物による研究成果報告書、デ

ータおよび一切の成果（以下、「成果報告書

等」といいます。）を解約もしくは解除が発

生した日より 30 日以内に実中研へ書面およ

び電子データで提出し、成果報告書等を破棄

しなければならないものとします。 

第9条 （研究試料） 

受領者が供給有体物を用いた研究の過程で

得た細胞および遺伝子、有用物質、遺伝子

情報、細胞情報等について、実中研が供与

を希望するときは、受領者は合理的な条件

で実中研に優先的に供与することに同意い

ただくものとします。 

第10条 （保証の放棄） 

供給有体物は、公益に寄与し、より広く科学

研究で利用されることを目的に供給される

ものであり、供給有体物の研究目的への適合

性を含む研究試料としての適性、安全性、研

究結果等は一切保証されないものとします。

また、供給有体物の性質に関する問題および

供給有体物の受領者による使用により生じ

る一切の責任と損害は、受領者が負うものと

します。 

第11条 （法令遵守） 

受領者は、供給有体物の使用に適用される

関連法令、規制およびガイドラインを遵守

しなければならないものします。 

第12条 （期間） 

本契約の有効期間は、第 2 条第 2 項に規定す

る本契約成立後、受領者が供給有体物を受領

した日から１年間とします。ただし、期間満

了日の１ヶ月前までに受領者が有体物供給

申請書により再申請し、実中研が承諾する場

合には更に 1 年間有効期間を延長できるも

のとします。 

第13条 （契約の解約または解除） 

受領者が本契約に違反した場合、実中研は、

本契約を解約または解除することができる

ものとします。本契約が解約または解除さ

れたときは、受領者は供給有体物の使用を

ただちに終了し、実中研の指示に従い、一

切の成果およびデータを実中研に提出し、

保有している供給有体物および供給有体物

に由来する遺伝子情報、細胞、マウスなど

の有体物（以下、「由来有体物」といいます。）

をすみやかに返還または廃棄しなければな

らないものとします。 

2. 実中研は、合理的な理由がある場合はいつで

も、受領者に対し、供給有体物の使用の中止、

返還、または、廃棄を求めることができ、受

領者は直ちにこれに従うものとします。 

3. 受領者は、自己または自己の役員（役員に

準ずる者を含む）が、過去、現在、未来に

おいて、いわゆる反社会的勢力に該当しな

いこと、または反社会的勢力と密接な関係

を有しないことを表明・保証するものとい

たします。 
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4. 実中研は、受領者が、前項の表明・保証に

反することが判明したときは、何らの催告

をせず、本契約を解除することができるも

のとします。 

5. 受領者は、供給有体物を用いた研究を終了も

しくは中止したとき、または本契約が終了し

たときは、実中研から特段の指示がある場合

を除き、保有する供給有体物および由来有体

物をすみやかに廃棄するものとします。 

第14条 （秘密保持） 

受領者は、実中研より秘密である旨の表示

がなされて開示または提供された秘密情報

を、第三者に開示･漏洩してはならず、また

申請書に記載した目的以外に使用してはな

らないものとします。ただし、次の各号の

一に該当するものは秘密情報から除外する

ものとします。 

(1) 開示の際に、自己が既に保有し、書面

でこれを証明できるもの 

(2) 開示の際に、既に公知であるもの 

(3) 開示後に、自己の責によらず公知とな

ったもの 

(4) 正当な権原を有する第三者から秘密保

持の義務を負うことなく合法的に入手

したもの 

(5) 秘密情報によることなく、独自に開

発・取得したことを立証できるもの 

(6) 第三者への開示について、実中研から

書面による事前の承諾を得たもの 

2． 受領者は、裁判所または行政機関から、法

令に基づき秘密情報の開示を命じられた場

合には、当該命令を遵守する必要最低限の

範囲において、秘密情報を開示できるもの

とします。ただし、開示の前に、当該命令

の内容および開示する内容について、実中

研に通知するものとします。 

第15条 （存続条項） 

本契約終了後も、第 14 条の規定は 5 年間、

第５条から第７条、第９条から第 11 条、お

よび第 16 条から第 18 条の規定は、対象事項

が消滅するまで有効に存続するものとしま

す。 

第16条 （損害賠償） 

受領者は、本契約又は本約款に違反する行為

を行い、実中研に損害を与えた場合には、天

災地変その他の不可抗力により生じた損害

または当事者の責に帰すことができない事

由から生じた損害を除き、一切の賠償責任を

負うものとします。 

第17条 （権利義務の譲渡禁止） 

本契約によって生じる権利および義務は、実

中研の書面による事前の合意がない場合、い

かなる第三者に対しても移管できないもの

とします。 

第18条 （管轄裁判所） 

本契約に関する訴訟については、東京地方

裁判所もしくは東京簡易裁判所をもって第

一審の専属合意管轄とします。 

第19条 （協議） 

受領者と実中研は、本約款で定めがない事項

に関して協議できるものとします。 

以上 
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別紙１ 有体物供給申請書 

(申請項目表)  

1. 受 領 者 名 称  

住 所  

代表者  電 話  

2. 受領研究者 氏 名  

役 職  部 署  

メール  電 話  

3. 供給有体物 名 称  

内 容 (個体、凍結胚など提供形態をご記入ください) 

 

数 量  

4. 研 究 目 的・内 容  

5. 研究計画  

6. 使 用 場 所  

7. 申 請 日    年 月 日 

以上申請項目表に記入した内容で、受領者および受領研究者は、公益財団法人実中研の有体物供

給約款Aおよび下記追加条件に同意し、上記有体物の供給を申請します。 

 

(受 領 者)  ㊞ 

 

(受領研究者)  ㊞ 

以上 

-------------------------------------------------------------- 

実中研受付欄 

 上記の申請を（  承認 ・ 否認 ） 

  追加条件：1.共同著者に含める研究員名（第 6条 2項）： 

 2.  

 3. 

  

 公益財団法人実中研 

 部署名：  氏 名： ㊞ 

 日 付：     年   月  日  

以上 

承認番号: cip                    
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別紙２ 供給有体物数報告書 

  

1. 実中研承認番号 cip                   (実中研受付欄に記載された承認番号) 

 

2. 

受 領 者 名 称  

住 所  

代表者  電 話  

 

3. 

受領研究者 氏 名  

役 職  部 署  

メール  電 話  

4. 供給有体物 名 称  

内 容  

使用数量  

以上、受領者は、公益財団法人実中研から受領した供給有体物の使用数を正確に報告します。 

 日 付：     年   月  日  

 

(受領研究者)  ㊞ 

以上 

-------------------------------------------------------------- 

実中研受付欄 

 上記の報告を受け付けました。 

  特記事項：  

 

 

 

 公益財団法人実中研 

 部署名：  氏 名： ㊞ 

 日 付：     年   月  日  

以上 

 


